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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向配置された、少なくとも一方がスライド移動可能な一対の中空なスクリーン取付枠
部と、
　これらのスクリーン取付枠部の間に展開自在に取り付けられたスクリーンと、
　前記スクリーン取付枠部への取付側ではない前記スクリーンの両端部付近のそれぞれに
配設されたスライドガイド枠部と、
を備え、
　各スライドガイド枠部は、屈曲性を有し、少なくとも一端が自由端とされてスライド移
動可能な前記スクリーン取付枠部の内部に収納および引き出し可能とされる一方、スライ
ド移動可能な前記スクリーン取付枠部のスライド移動にともなって前記スクリーン取付枠
部から引き出されたとき、前記スライドガイド枠部の引き出された部分は直線性を保持す
るスクリーン装置における前記スライドガイド枠部であって、
　前記２つのスライドガイド枠部のいずれか一方または両方は、対向配置された一対の側
壁部と、両側壁部をそれぞれの略中央部から一端部にかけて相互に繋ぐ架橋部とを有する
剛性ユニットの複数が、隣り合う２つにおいて回動自在に連結されて形成され、
　前記側壁部では、前記略中央部から前記一端部にかけての略半部に、前記剛性ユニット
の幅方向に窪んだ窪み部が形成され、前記略中央部から他端部にかけての略半部に、前記
剛性ユニットの幅方向に貫通する貫通穴が形成され、かつ前記略中央部の内側に、前記貫
通穴に隣接して突起が設けられ、
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　前記窪み部では、その略中央部に、外側に向かって突出する軸部が設けられ、かつ前記
窪み部の前記略中央部から前記側壁部の前記一端部にかけて、前記剛性ユニットの高さ方
向に切り欠かれた切欠部が形成され、
　隣り合う２つの前記剛性ユニットは、一方の剛性ユニットの前記軸部が他方の剛性ユニ
ットの前記貫通穴に内側から挿入されて連結され、前記突起が、前記切欠部が有する一端
と他端のそれぞれに接触するまでの範囲内で、一方の剛性ユニットが、他方の剛性ユニッ
トに対し回動自在とされている
ことを特徴とするスクリーン装置のスライドガイド枠部。
【請求項２】
　前記軸部では、前記側壁部の前記一端部側に、前記剛性ユニットの幅方向の内側に向か
って傾斜する面取り部が形成されていることを特徴とする請求項１に記載のスクリーン装
置のスライドガイド枠部。
【請求項３】
　前記スクリーン装置では、前記２つのスクリーン取付枠部の内、一方のスクリーン取付
枠部が固定され、この固定されたスクリーン取付枠部の内部に、コイルバネが内蔵された
ローラーパイプが回転自在に収納され、このローラーパイプに前記スクリーンの一端が取
り付けられ、前記ローラーパイプは、前記コイルバネに発生する弾性力によって回転し、
その外周に前記スクリーンを巻き取ることを特徴とする請求項１または２に記載のスクリ
ーン装置のスライドガイド枠部。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カーテン、ブラインド、網戸、さらに間仕切りなどとして用いることのでき
る多用途のスクリーン装置に配設されるスライドガイド枠部に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カーテン、ブラインドなどの遮光および調光手段や網戸、間仕切りなどとして使用する
際の設置の制約を解消し、スムーズで安定した開閉操作を実現する装置として、本出願人
は、スクリーン装置を提供している（特許文献１）。
【０００３】
　特許文献１に記載したスクリーン装置では、対向配置された、少なくとも一方がスライ
ド移動可能な一対のスクリーン取付枠部の間に、スクリーンが、展開自在に取り付けられ
ている。また、スクリーン取付枠部への取付側ではないスクリーンの両端部付近に、スラ
イドガイド枠部が一対配設されている。これら２つのスライドガイド枠部は、屈曲性を有
し、少なくとも一端が自由端とされてスライド移動可能なスクリーン取付枠部の内部に収
納および引き出し可能とされている。一方、スライド移動可能なスクリーン取付枠部のス
ライド移動にともなってスクリーン取付枠部から引き出されたスライドガイド枠部の部分
は直線性を保持する。このようなスライドガイド枠部によって、設置の制約の解消とスム
ーズで安定した開閉操作を実現している。
【０００４】
　スライドガイド枠部は、複数の剛性ユニットが、隣り合う２つにおいて連結されて形成
されている。剛性ユニットは、対向配置された一対の側壁部と、両側壁部を相互に繋ぐ架
橋部とを有している。側壁部には、長さ方向の一端部に外側に突出する突起が配設され、
他端部に突起が挿入可能な貫通穴が形成されている。また、側壁部には、突起に隣接して
貫通穴と反対側に位置し、外側に突出する小突起が配設され、かつ貫通穴に隣接して突起
側に略三日月状の長孔が形成されている。このような剛性ユニットが、隣り合う２つにお
いて、突起を貫通穴に側壁部の内側から挿入して連結され、かつ小突起を長孔に差し込む
ことによって回動自在となり、スライドガイド枠部を形成する。スライドガイド枠部は、
剛性ユニットが隣り合う２つにおいて回動自在とされているため、屈曲性を有し、また、
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小突起が長孔の長さ方向の一端に接触し、剛性ユニットの回動が規制されることによって
直線性を保持する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３４０３６５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のとおりのスライドガイド枠部が配設されたスクリーン装置は、設置の制約の解消
とスムーズで安定した開閉操作を実現するものであるので、汎用されてきている。その一
方、たとえば、スクリーン装置を全開したときの開口面積の増大と、スクリーンがネット
やレースなどから形成される場合、全閉したときの通風性の向上とが要望されている。こ
れらの要望は、スクリーン取付枠部の見付、すなわち、幅方向の寸法を縮小することによ
って応えることができる。
【０００７】
　しかしながら、スライド移動可能なスクリーン取付枠部では、その内部に２つのスライ
ドガイド枠部が収納されるため、スライド移動可能なスクリーン取付枠部の見付を小さく
するためには、スライドガイド枠部の見付を縮小することが是非とも必要となる。だが、
スライドガイド枠部の見付を縮小すると、現行の剛性ユニットから形成されるスライドガ
イド枠部では、剛性ユニットの連結強度が低減してしまう。それというのも、スライドガ
イド枠部の見付の縮小の実現のためには、剛性ユニットの高さ方向の寸法を小さくする必
要があるが、剛性ユニットの側壁部では、略三日月状の長孔が形成されるため、側壁部の
強度が不足するからである。また、側壁部の強度を保持しようとすると、長孔の長さを短
くする必要があるが、長孔の長さの短縮のともない小突起の大きさが小さくなり、小突起
の強度を十分に確保することができなくなるからである。
【０００８】
　本発明は、以上のとおりの事情に鑑みてなされたものであり、剛性ユニットの連結強度
を十分に確保しつつ、スライド移動可能なスクリーン取付枠部の見付の縮小を実現するこ
とができるスクリーン装置のスライドガイド枠部を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
 上記の課題を解決するために、本発明のスクリーン装置のスライドガイド枠部は、対向
配置された、少なくとも一方がスライド移動可能な一対の中空なスクリーン取付枠部と、
スクリーン取付枠部の間に展開自在に取り付けられたスクリーンと、スクリーン取付枠部
への取付側ではないスクリーンの両端部付近のそれぞれに設けられたスライドガイド枠部
とを備え、各スライドガイド枠部は、屈曲性を有し、少なくとも一端が自由端とされてス
ライド移動可能なスクリーン取付枠部の内部に収納および引き出し可能とされる一方、ス
ライド移動可能なスクリーン取付枠部のスライド移動にともなってスクリーン取付枠部か
ら引き出されたとき、スライドガイド枠部の引き出された部分は直線性を保持するスクリ
ーン装置におけるスライドガイド枠部であって、２つのスライドガイド枠部のいずれか一
方または両方は、対向配置された一対の側壁部と、両側壁部をそれぞれの略中央部から一
端部にかけて相互に繋ぐ架橋部とを有する剛性ユニットの複数が、隣り合う２つにおいて
回動自在に連結されて形成され、側壁部では、略中央部から一端部にかけての略半部に、
剛性ユニットの幅方向に窪んだ窪み部が形成され、略中央部から他端部にかけての略半部
に、剛性ユニットの幅方向に貫通する貫通穴が形成され、かつ略中央部の内側に、貫通穴
に隣接して突起が設けられ、窪み部では、その略中央部に、外側に向かって突出する軸部
が設けられ、かつ窪み部の略中央部から側壁部の一端部にかけて、剛性ユニットの高さ方
向に切り欠かれた切欠部が形成され、隣り合う２つの剛性ユニットは、一方の剛性ユニッ
トの軸部が他方の剛性ユニットの貫通穴に内側から挿入されて連結され、突起が、切欠部
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が有する一端と他端のそれぞれに接触するまでの範囲内で、一方の剛性ユニットが、他方
の剛性ユニットに対し回動自在とされていることを特徴としている。
【００１０】
　このスクリーン装置のスライド枠部においては、軸部では、側壁部の一端部側に、剛性
ユニットの幅方向の内側に向かって傾斜する面取り部が形成されていることが好ましい。
【００１１】
　また、このスクリーン装置のスライドガイド枠部においては、スクリーン装置では、２
つのスクリーン取付枠部の内、一方のスクリーン取付枠部が固定され、固定されたスクリ
ーン取付枠部の内部に、コイルバネが内蔵されたローラーパイプが回転自在に収納され、
ローラーパイプにスクリーンの一端が取り付けられ、ローラーパイプは、コイルバネに発
生する弾性力によって回転し、外周にスクリーンを巻き取ることが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明のスクリーン装置のスライドガイド枠部によれば、剛性ユニットの連結強度を十
分に確保しつつ、スライド移動可能なスクリーン取付枠部の見付の縮小を実現することが
できる
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明のスクリーン装置のスライドガイド枠部の一実施形態と、このスライドガ
イド枠部を備えたスクリーン装置を示した一部切欠正面図である。
【図２】（ａ）（ｂ）は、それぞれ、図１に示したスライドガイド枠部を形成する剛性ユ
ニットと、スライドガイド枠部の一部を示した斜視図である。
【図３】（ａ）（ｂ）（ｃ）（ｄ）（ｅ）は、それぞれ、図２（ａ）に示した剛性ユニッ
トの正面図、平面図、底面図、左側面図、右側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１は、本発明のスクリーン装置のスライドガイド枠部の一実施形態と、このスライド
ガイド枠部を備えたスクリーン装置を示した一部切欠正面図である。
【００１５】
　スクリーン装置１は、横方向に開閉するスクリーン２としてネット２ａを備えている。
スクリーン２は、織物、編物などの布地から形成されたものであり、遮光性を有するもの
や防虫網として使用可能なものなど、必要とされる特性に応じて適宜選択されるものであ
る。本実施形態では、防虫網として適用されるネット２ａが採用されている。また、ネッ
ト２ａを含め、スクリーン２の形状には特に制限はなく、プリーツなどを必要に応じて付
けることが可能である。
【００１６】
　スクリーン装置１の右側には、中空なスクリーン取付枠部３が配置されている。スクリ
ーン取付枠部３は、たとえば、建物において矩形状に形成された開口部の縦方向に延びる
右側の額縁などに固定される。スクリーン取付枠部３は、ローラーパイプ４を内蔵し、収
納している。ローラーパイプ４にスクリーン２の一端が取り付けられている。
【００１７】
　ローラーパイプ４は、略円筒状の中空な本体４ａと、本体４ａがその下端部において接
続されている軸受５とを備えている。本体４ａの内部には回転軸６が設けられている。回
転軸６は、軸受５からローラーパイプ４の高さ方向の途中まで延びている。また、本体４
ａにはコイルバネ７が内蔵され、コイルバネ７は、回転軸６の周りに配設されている。コ
イルバネ７には、ねじられたときに弾性力が蓄積され、蓄積された弾性力が開放されると
き、本体４ａが回転軸６を中心として自動的に回転する。このとき、ローラーパイプ４に
一端が取り付けられたスクリーン２は、本体４ａの外周に巻き取られる。一方、巻き取ら
れたスクリーン２を、スクリーン装置１を閉める方向に引き出すと、ローラーパイプ４の
本体４ａは、上記と反対方向に回転し、コイルバネ７がねじられ、弾性力が蓄積される。
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【００１８】
　スクリーン２の他端は、固定されたスクリーン取付枠部３に対して、スクリーン２を開
閉する横方向にスライド移動可能とされたスクリーン取付枠部８に取り付けられている。
スクリーン取付枠部８は、矩形断面を有する角筒状の中空な本体８ａを有し、本体８ａは
、スクリーン装置１の縦方向に延びている。スライド移動可能なスクリーン取付枠部８は
、たとえば、建物の開口部の縦方向に延びる左側の額縁などに取り付けられる戸当り枠９
とスクリーン取付枠部３との間を横方向にスライド移動する。スクリーン２は、スクリー
ン取付枠部８のそのようなスライド移動によって開閉可能となっている。
【００１９】
　また、スクリーン装置１では、スクリーン取付枠部８のスライド移動がスムーズに実現
されるように、スクリーン取付枠部８のガイドとして、たとえば、床面などに下レール１
０が設けられ、また、建物の開口部の横方向に延びる上側の額縁などには上レール１１が
設けられている。下レール１０は、たとえば、細長い棒状の形状を有するものとして形成
することができる。上レール１１は、たとえば、断面コ字型の形状を有する枠として形成
することができる。この場合、上レール１１は、スクリーン取付枠部３、８およびスクリ
ーン２の上端部を、スクリーン装置１の表裏両側から覆い隠すことができ、スクリーン装
置１の見栄えの向上にも寄与する。
【００２０】
　スクリーン２を開閉する際には、操作者は、スクリーン取付枠部８に手を携えてスクリ
ーン取付枠部８を横方向にスライドさせることができる。このとき、スクリーン取付枠部
８は、下レール１０によって内側よりガイドされ、かつ上レール１１によって外側よりガ
イドされ、スムーズに建物の開口部を横方向にスライド移動する。スクリーン取付枠部８
には、その正面部に、また、必要に応じて背面部にも取っ手を設けることができ、操作者
による開閉操作を容易とすることができる。
【００２１】
　また、スクリーン装置１では、スクリーン２の上端付近に上スライドガイド枠部１２が
設けられ、スクリーン２の下端付近に下スライドガイド枠部１３が設けられている。上ス
ライドガイド枠部１２と下スライドガイド枠部１３はともに、スライド移動可能なスクリ
ーン取付枠部８をスクリーン取付枠部３に対して平行に配置し、かつこの平行な位置関係
をスクリーン取付枠部８がスライド移動する際にも安定に保持させるものである。スクリ
ーン２の開閉は、上スライドガイド枠部１２と下スライドガイド枠部１３によって確実に
行われる。
【００２２】
　スクリーン装置１では、下スライドガイド枠部１３には、現行型のスライドガイド枠部
が採用され、上スライドガイド枠部１２に新型のスライドガイド枠部が採用されている。
【００２３】
　すなわち、下スライドガイド枠部１３は、現行型の剛性ユニットである第１剛性ユニッ
ト１４の複数が、隣り合う２つにおいて回動自在に連結されて形成されている。第１剛性
ユニット１４は、対向配置された一対の側壁部１５と、側壁部１５の上端部寄りの位置で
かつ略中央部から左端部にかけて両側壁部１５を相互に繋ぐ架橋部（図示なし）とを有し
ている。側壁部１５には、左端部に、側方に突出する突起１６が配設され、右端部に、突
起１６が挿入可能な、第１剛性ユニット１４の幅方向に貫通する貫通穴１７が形成されて
いる。第１剛性ユニット１４の複数は、隣り合う２つにおいて突起１６を貫通穴１７に側
壁部１５の裏面側から挿入することによって連結され、下スライドガイド枠部１３を形成
する。このように、突起１６の貫通穴１７への挿入により第１剛性ユニット１４が連結さ
れているので、第１剛性ユニット１４は、隣り合う２つにおいて互いに回動自在である。
この第１剛性ユニット１４の回動によって、下スライドガイド枠部１６は、屈曲性を有す
るものとして実現されている。
【００２４】
　また、第１剛性ユニット１４では、突起１６の左側において側壁部１５から外方に突出
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する小突起１８が配設されている。また、貫通穴１７の左側には略三日月状の長孔１９が
、側壁部１５を第１剛性ユニット１４の幅方向に貫通して形成されている。長孔１９は、
小突起１８の受け入れを可能としており、第１剛性ユニット１４の連結の際に、長孔１９
の内部に小突起１８が差し込まれる。このように、小突起１８が長孔１９に差し込まれる
ので、隣り合う２つの第１剛性ユニット１４では、小突起１８が長孔１９の一端に接触す
るとき、第１剛性ユニット１４の回動が制止される。このため、下スライドガイド枠部１
３は、直線性を保持することができる。
【００２５】
　上スライドガイド枠部１２には、新型の剛性ユニットである第２剛性ユニット２０の複
数が、隣り合う２つにおいて回動自在に連結されて形成されている。
【００２６】
　図２（ａ）（ｂ）は、それぞれ、図１に示したスライドガイド枠部を形成する剛性ユニ
ットと、スライドガイド枠部の一部を示した斜視図である。また、図３（ａ）（ｂ）（ｃ
）（ｄ）（ｅ）は、それぞれ、図２（ａ）に示した剛性ユニットの正面図、平面図、底面
図、左側面図、右側面図である。
【００２７】
　上スライドガイド枠部１２は、左右に対向配置された一対の側壁部２１と、両側壁部２
１をそれぞれの略中央部から左側の一端部にかけて相互に繋ぐ架橋部２２とを有する第２
剛性ユニット２０の複数が、隣り合う２つにおいて回動自在に連結されて形成されている
。剛性ユニット２０の側壁部２１および架橋部２２はともに、略平板状の部材である。
【００２８】
　側壁部２１では、略中央部から左側の一端部にかけての略半部２１ａに、第２剛性ユニ
ット２０の幅方向ｗ（図３（ｅ）を参照）に窪んだ窪み部２３が形成されている。窪み部
２３の左端および右端は、ともに正面視で円弧状に形成されている。また、側壁部２１で
は、略中央部から右側の他端部にかけての略半部２１ｂに、第２剛性ユニット２０の幅方
向ｗに貫通する貫通穴２４が形成されている。略半部２１ｂの右側の一端は、正面視で半
円状に形成されている。また、側壁部２１では、略中央部の内側に、貫通穴２４に隣接し
て突起２５が設けられている。突起２５では、図２（ａ）に示したように、上面２５ａが
、第２剛性ユニット２０の長さ方向ｌ（図３（ａ）を参照）に平行に延びる平面であり、
下面２５ｂは、上面２５ａに対し、傾斜する傾斜面である。下面２５ｂの上面２５ａに対
する傾斜度は、たとえば、３０°程度とすることができる。
【００２９】
　窪み部２３では、その略中央部に、外側に向かって突出する軸部２６が設けられている
。軸部２６では、側壁部２１の左側の一端部側に、第２剛性ユニット２０の幅方向ｗの内
側に向かって傾斜する面取り部２７が形成されている。また、窪み部２３では、その略中
央部から側壁部２１の左側の一端部にかけて、第２剛性ユニット２０の高さ方向ｈ（図３
（ｅ）を参照）に切り欠かれた切欠部２８が形成されている。切欠部２８は、略半部２１
ａの下面から略半部２１ａの高さの半分まで円弧状に切り欠かれて形成されており、第２
剛性ユニット２０の長さ方向ｌに平行な一端２８ａと、第２剛性ユニット２０の高さ方向
ｈに平行な他端２８ｂを有している。
【００３０】
　隣り合う２つの第２剛性ユニット２０は、一方の第２剛性ユニット２０の軸部２６が他
方の第２剛性ユニット２０の貫通穴２４に内側から挿入されて連結される。軸部２６には
面取り部２７が形成されているので、軸部２６の貫通穴２４への挿入が容易であり、第２
剛性ユニット２０の連結が容易に実現される。このように連結される隣り合う２つの第２
剛性ユニット２０では、突起２５の上面２５ａが、切欠部２８の一端２８ａと他端２８ｂ
のそれぞれに接触するまでの範囲内（約６０°）で、一方の第２剛性ユニット２０が、他
方の第２剛性ユニット２０に対し回動自在とされている。このため、第２剛性ユニット２
０の複数が、隣り合う２つにおいて回動自在に連結されて形成される上スライドガイド枠
部１２は、屈曲性を有する。また、第２剛性ユニット２０の側壁部２１に設けられた突起



(7) JP 6000807 B2 2016.10.5

10

20

30

40

50

２５の上面２５ａが、側壁部２１の窪み部２３に形成された切欠部２８の一端２８ａに接
触するとき、上スライドガイド枠部１２は直線性を保持する。
【００３１】
　したがって、新型の剛性ユニットである第２剛性ユニット２０の複数から形成される上
スライドガイド枠部１２では、図１に示したように、現行型の剛性ユニットである第１剛
性ユニット１４から形成される下スライドガイド枠部１３に比べ、見付が縮小されている
。すなわち、第２剛性ユニット２０では、高さ方向ｈの寸法が縮小されている。第２剛性
ユニット２０では、回動限界は、突起２５と切欠部２８によって決まるため、第１剛性ユ
ニット１４に必要とされていた小突起１８および長孔１９が省略されている。長孔１９の
省略により側壁部２１の強度を保持することができ、しかも、小突起１８の強度を確保す
るための考慮が不要となる。軸部２６による連結強度は十分に高く、上スライドガイド枠
部１２における第２剛性ユニット２０の連結強度は十分に確保される。
【００３２】
　このような上スライドガイド枠部１２を形成する第２剛性ユニット２０は、現行型の第
１剛性ユニット１４と同様に、樹脂、金属などの成形性の良好な材料から形成することが
できる。第２剛性ユニット２０が、樹脂や金属から形成される場合、側壁部２１の略半部
２１ｂは、弾性により外側に押し広げることが可能であり、しかも、元の状態に自発的に
復元可能である。このため、第２剛性ユニット２０の連結がより容易となる。
【００３３】
　図１に示したスクリーン装置１では、上スライドガイド枠部１２は、下方への屈曲が可
能とされ、下スライドガイド枠部１３は、上方への屈曲が可能とされている。また、上ス
ライドガイド枠部１２と下スライドガイド枠部１３はともに、右端が固定端とされ、スク
リーン取付枠部３側に固定されている。一方、左端は自由端２９とされ、スクリーン取付
枠部８の本体８ａの内部に配置されており、上スライドガイド枠部１２および下スライド
ガイド枠部１３は、スクリーン取付枠部８の本体８ａの内部に収納および引き出し可能と
されている。スクリーン取付枠部８の本体８ａの内部は、上スライドガイド枠部１２を収
納する第１収納部３０と、下スライドガイド枠部１３を収納する第２収納部３１の２つに
区分されている。たとえば、本体８ａの内部に本体８ａの内側に突出するリブなどを本体
８ａの高さ方向に設けることによって、第１収納部３０と第２収納部３１を本体８ａの内
部に区画して形成することができる。第１収納部３０は、スクリーン取付枠部８における
スクリーン２の取付側に近い部分に配置され、第２収納部３１は、スクリーン２の取付側
から遠い部分に配置されている。したがって、上スライドガイド枠部１２および下スライ
ドガイド枠部１３は、スクリーン取付枠部８の本体８ａの内部に収納されるとき、各自由
端２９が接触することはない。上スライドガイド枠部１２および下スライドガイド枠部１
３はともに、スクリーン取付枠部８の本体８ａの内部にスムーズに収納される。また、本
体８ａの内部から引き出されるとき、上スライドガイド枠部１２および下スライドガイド
枠部１３は互いに干渉し合うことはない。
【００３４】
　各自由端２９では、上スライドガイド枠部１２と下スライドガイド枠部１３は互いに、
紐、ワイヤーなどの線材から適宜選択される張力部材３２によって連結されている。上ス
ライドガイド枠部１２と下スライドガイド枠部１３は、張力部材３２による連結によって
、スクリーン取付枠部８のスライド移動にともなう本体８ａの内外への移動量がほぼ等し
くなる。このため、スライド移動可能なスクリーン取付枠部８の固定されたスクリーン取
付枠部３に対する平行移動をより確実にする。張力部材３２は、スクリーン取付枠部８の
本体８ａの内部でループを形成しており、スクリーン取付枠部８の上下両側に設けられた
方向転換部材３３に掛け回され、折り返されている。方向転換部材３３は、張力部材３２
の掛け回しが可能な鼓状の曲面を有するプーリーなどを含むものとして構成することがで
きる。
【００３５】
　また、スクリーン取付枠部８の本体８ａの内部では、上スライドガイド枠部１２および
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下スライドガイド枠部１３が進退する上下両端部に、上スライドガイド枠部１２および下
スライドガイド枠部１３の屈曲をガイドするガイド面３４を内側に有するガイドブロック
３５が設けられている。上側のガイドブロック３５では、ガイド面３４は、右側端から下
端にかけて凹状に湾曲し、下側のガイドブロック３５では、ガイド面３４は、右側端から
上端にかけて凹状に湾曲している。また、下側のガイドブロック３５には、張力部材３２
を折り返す方向転換部材３３が取り付けられている。一方、上側の方向転換部材３３は、
上側のガイドブロック３５の左側に隣接して配置されている。
【００３６】
　上スライド枠部１２および下スライドガイド枠部１３は、スライド移動可能なスクリー
ン取付枠部８の横方向のスライド移動にともなってスクリーン取付枠部８の本体８ａの内
部に収納され、また、引き出される。スクリーン取付枠部８から引き出された部分は、上
記のとおりの第１剛性ユニット１４および第２剛性ユニット２０によって直線性を保持す
る。
【００３７】
　なお、下スライドガイド枠部１３は、スクリーン取付枠部８の下方から本体８ａの内部
に収納され、収納方向が重力と反対向きとなるので、自由端２９に錘３６を備えている。
錘３６は、その自重を下スライドガイド枠部１３における下から立ち上がった部分に作用
させ、下スライドガイド枠部１３がスクリーン取付枠部８から引き出されるときは、下ス
ライドガイド枠部１３を適度に押し出す。また、下スライドガイド枠部１３がスクリーン
取付枠部８の本体８ａの内部に収納されるときは、下スライドガイド枠部１３の進入を適
度に抑制する。このため、下スライドガイド枠部１３のスクリーン取付枠部８の本体８ａ
の内部への収納および引き出しが、スムーズかつ安定に実現される。
【００３８】
　また、スクリーン装置１では、戸当り枠９にラッチ３７が配設されている。ラッチ３７
は、スクリーン取付枠部８側に突出し、下方に曲折された係合部３８を有している。また
、ラッチ３７は、付設されたバネ３９の弾性力が作用し、上下動可能とされている。ラッ
チ３７と対向するスクリーン取付枠部８の対向面部には、係合部３８と係合する開口（図
示なし）を有するハンガー（図示なし）が設けられている。
【００３９】
　スクリーン２を閉める際に、スクリーン取付枠部８を戸当り枠９までスライドさせると
、ハンガーの開口にラッチ３７の係合部３８が入り込み、その先端が、開口の縁部におい
てハンガーに引っ掛かり、係合する。この係合によって、スクリーン取付枠部８は、ロー
ラーパイプ４に内蔵されたコイルバネ７の弾性力に抗して移動が制止され、スクリーン装
置１は、閉じた状態を安定に保持することができる。
【００４０】
　このようなスクリーン装置１では、上記のとおり、上スライドガイド枠部１２に、見付
が縮小した新型のスライドガイド枠部が採用されている。このため、下スライドガイド枠
部１３に現行型のスライドガイド枠部が採用されていても、上スライドガイド枠部１２お
よび下スライドガイド枠部１３が収納されるスライド移動可能なスクリーン取付枠部８の
見付を縮小することができる。したがって、スクリーン装置１を全開したときの開口面積
の増大と、スクリーン２がネットやレースなどから形成される場合、全閉したときの通風
性の向上とが簡便に実現される。
【００４１】
　以上、本発明について実施形態に沿って説明したが、本発明は、実施形態によって制限
されるものではない。新型のスライドガイド枠部を形成する剛性ユニットの形状や大きさ
などの細部については様々な態様が可能である。また、新型のスライドガイド枠部の採用
は、上スライドガイド枠部のみでなく、下スライドガイド枠部にも等しく適用可能である
。また、スクリーンは、ローラーパイプへの巻き取る収納方式のものに限られることはな
く、たとえば、プリーツ加工が施され、一対のスクリーン取付枠部の間に収縮して収納さ
れるものなどを採用することができる。
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【符号の説明】
【００４２】
　１　スクリーン装置
　２　スクリーン
　３　固定されたスクリーン取付枠部
　４　ローラーパイプ
　７　コイルバネ
　８　スライド移動可能なスクリーン取付枠部
１２　上スライドガイド枠部
１３　下スライドガイド枠部
２０　第２剛性ユニット（新型）
２１　側壁部
２１ａ　略半部
２１ｂ　略半部
２２　架橋部
２３　窪み部
２４　貫通穴
２５　突起
２６　軸部
２７　面取り部
２８　切欠部
２８ａ　一端
２８ｂ　他端
 
　
【図２】 【図３】
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